
1 

税務訴訟資料 徴収関係判決 令和３年判決分（順号２０２１－８） 

東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 不動産差押処分取消請求事件 

国側当事者・国（関東信越国税局長） 

令和３年４月２０日棄却・控訴 

判    決 

原告          Ｘ 

同訴訟代理人弁護士   武内 更一 

被告          国 

同代表者法務大臣    上川 陽子 

処分行政庁       関東信越国税局長 

栗原 毅 

同指定代理人      別紙１指定代理人目録のとおり 

主    文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 関東信越国税局長が平成３０年３月２８日付けで原告に対してした別紙２物件目録記載１～

６の各土地に対する差押処分を取り消す。 

２ 関東信越国税局長が平成３１年６月２１日付けで原告に対してした別紙２物件目録記載８の

建物に対する差押処分を取り消す。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、原告が、滞納する国税に係る滞納処分として、関東信越国税局長から別紙２物件目

録記載１～６の各土地の原告の持分についての差押処分及び同目録記載８の建物の原告の持分

についての差押処分を受けたことについて、これらの差押処分は、上記国税の法定納期限から

５年を経過してされたことから、上記国税に係る徴収権は時効消滅しており違法であると主張

して、上記各差押処分（後記２（４）オの本件差押処分１〔一部解除後のもの〕及び２）の各

取消しを求める事案である。 

２ 前提事実 

以下の各事実は、争いのない事実のほか、掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により認定するこ

とができる。 

（１）原告について 

原告は、別紙２物件目録記載１～６の各土地及び同目録記載８の建物につき、同目録記載の

各持分を有している（甲１～６、８）。 

（２）原告の納税義務 
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ア 原告は、平成２１年６月５日、税務調査の結果を受けて、①平成１４年分ないし平成２

０年分の所得税、並びに②平成１６年１月１日から同年１２月３１日までないし平成２０

年１月１日から同年１２月３１日までの各課税期間に係る消費税及び地方消費税（以下

「消費税等」という。）について期限後申告書を提出し（以下「本件各期限後申告」とい

う。）、別紙３租税債権目録記載の項番１・３・５・７・９・１１・１３・１５・１７・

１９・２１・２３の納税義務を負った（乙１の１～１１２）。 

イ 春日部税務署長は、平成２１年７月９日、原告に対し、本件各期限後申告を受けて、重

加算税賦課決定をし（以下「本件各賦課決定」という。）、原告は、別紙３租税債権目録

記載の項番２・４・６・８・１０・１２・１４・１６・１８・２０・２２・２４の納税義

務を負った（弁論の全趣旨）。 

ウ 原告は、平成２１年１月１日から同年１２月３１日までの課税期間（以下「平成２１年

１２月課税期間」という。）に係る消費税等について、消費税法４２条及び４４条並びに

地方税法附則９条の５の規定に基づき、同課税期間の中間申告書の提出があったものとみ

なされ、別紙３租税債権目録記載の項番２５の納税義務を負った（弁論の全趣旨）。 

（３）原告に対する督促 

ア 春日部税務署長は、平成２１年６月２６日、原告に対し、本件各期限後申告に係る国税

について、督促状によりその納付を督促した（乙３の１）。 

イ 春日部税務署長は、同年８月２６日、原告に対し、本件各賦課決定に係る国税について、

督促状によりその納付を督促した（乙３の２）。 

ウ 春日部税務署長は、同年９月２５日、原告に対し、平成２１年１２月課税期間に係る消

費税等について、督促状によりその納付を督促した（乙３の３）。 

（４）原告に対する滞納処分等 

ア 関東信越国税局長は、平成２１年１２月２１日、原告が代表取締役を務める株式会社Ａ

（以下「Ａ」という。）に対し、①本件各期限後申告に係る国税、②本件各賦課決定に係

る国税及び③平成２１年１２月課税期間に係る消費税等（以下、これらを併せて「本件滞

納国税」という。）のうち、平成１４年分ないし平成１９年分の所得税及び重加算税、平

成１６年１月１日から同年１２月３１日までないし平成１９年１月１日から同年１２月３

１日までの各課税期間に係る消費税等及び重加算税について、１億２５９４万７１５９円

を限度としてＡが第二次納税義務を負う旨の告知処分（以下「本件告知処分」という。）

をした（乙４の１～３）。 

イ 関東信越国税局徴収職員は、平成２２年１月２６日、本件滞納国税について、原告が平

成１３年１１月２８日に株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）との間で締結したさいたま市

浦和区●●所在の建物の４階部分（以下「本件建物部分」という。）に係る賃貸借契約

（以下「平成１３年賃貸借契約」という。）に伴い、原告がＢに差し入れた保証金（以下、

平成１３年賃貸借契約に伴って原告が差し入れた保証金を「本件保証金」という。）の返

還請求権（以下「本件保証金返還請求権」という。）を差し押さえ（以下「平成２２年差

押処分」という。）、Ｂに対して債権差押通知書を交付するとともに、原告に対して差押

調書謄本を送達した（乙５。なお、平成２２年差押処分当時の本件保証金返還請求権の存

否及び帰属について、争点１のとおり当事者間に争いがある。）。 

ウ 関東信越国税局長は、平成２７年５月１５日、本件滞納国税（ただし、別紙３租税債権
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目録記載の項番１・３及び同項番５の一部を除く。）について、原告名義のＣ信用金庫六

本木支店の普通預金口座（以下「本件預金口座」という。）に係る普通預金の払戻請求権

及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権（以下「本件預金債権」という。）を

差し押さえ（以下「平成２７年差押処分」という。）、Ｃ信用金庫六本木支店に対して債

権差押通知書を交付し、同日、取立てをした（乙６）。 

エ 関東信越国税局長は、平成３０年３月２８日、本件滞納国税（前同）について、別紙２

物件目録記載１～６の各土地及び登記上に同目録記載７のとおり記載されていた建物の原

告の各持分を差し押さえ（以下「本件差押処分１」という。）、同月２９日、差押えの登

記がされ、同年４月１０日、原告に対して差押書を送達した（甲１～７、１０）。 

オ 関東信越国税局長は、令和元年６月２１日、本件差押処分１のうち、登記上に別紙２物

件目録記載７のとおり記載されていた建物の原告の持分に係る差押えを解除した上で（甲

１３、乙７。以下、同解除後の本件差押処分１を「本件差押処分１（一部解除後のも

の）」という。）、同目録記載８の建物の原告の持分を差し押さえ（以下「本件差押処分

２」という。）、同月２４日、原告に対して差押書を送達し、同月２５日、差押えの登記

がされた（甲８、１４、乙８）。 

（５）別件訴訟の経過 

ア 関東信越国税局長は、平成２２年３月２日、Ａから本件告知処分に係る滞納国税が完納

されなかったため、Ａの株式会社Ｄに対する保証金返還請求権を差し押さえ（以下「別件

差押処分」という。）、同月８日、同社に債権差押通知書が送達された（乙１０）。 

イ Ａは、平成２３年６月１５日、別件差押処分の取消しを求め、国を被告として、東京地

方裁判所に訴訟提起し（以下「別件訴訟」という。なお、訴訟提起後、被差押債権の取立

て及び配当が完了し、別件差押処分に係る滞納処分が終了したことから、その請求は、不

当利得返還請求に変更された。）、別件訴訟では、平成２４年９月４日、Ａの代表者であ

る原告の尋問が実施された（乙１３、２０、弁論の全趣旨。以下「別件尋問」という。）。 

ウ 東京地方裁判所は、平成２５年１月２４日、別件訴訟について、Ａの請求を棄却する旨

の判決を言い渡した（乙１３。なお、同判決はその後確定した。乙１４、１５）。 

（６）本件訴訟に至る経緯 

原告は、平成３０年６月２６日、本件差押処分１を不服として、審査請求をしたが（甲１

１）、国税不服審判所長は、令和元年５月１４日、同審査請求を棄却した（甲１２）。 

なお、本件各滞納国税に係る徴収権の消滅時効は、平成２９年法律第４５号による改正前

の国税通則法７３条１項４号に基づき、本件各期限後申告に係る国税につき平成２１年６月

２６日、本件各賦課決定に係る国税につき同年８月２６日、平成２１年１２月課税期間に係

る消費税等につき同年９月２５日に催促状による催促がされたことによって中断しており、

それぞれ同年７月７日、同年９月６日、同年１０月６日から更に進行する（この点について

は、実質的に争いがない。）。 

３ 争点 

被告は、本件差押処分１及び２の時点における本件滞納国税に係る徴収権の消滅時効の成否

について、①主位的に、平成２２年差押処分による中断が継続していた旨主張し、②予備的に、

別件尋問での債務承認及び平成２７年差押処分による各中断があった旨主張し、いまだ消滅時

効は完成していないため、本件差押処分１（一部解除後のもの）及び２はいずれも適法である
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と主張している。 

したがって、本件の争点は次の２点である。 

（１）主位的争点 

本件滞納国税に係る徴収権について、平成２２年差押処分により、時効の中断が認められ

るか（争点１） 

（２）予備的争点 

本件滞納国税に係る徴収権について、別件尋問での債務承認及び平成２７年差押処分によ

り、順次時効の中断が認められるか（争点２） 

第３ 当事者の主張 

１ 争点１（本件滞納国税に係る徴収権について、平成２２年差押処分により、時効の中断が認

められるか）について 

（被告の主張） 

（１）関東信越国税局徴収職員は、平成２２年１月１４日、Ｂの代表者であるＥ（以下「訴外

Ｅ」という。）と面談し、平成１３年賃貸借契約について、契約締結後に賃借人が変更され

たものの、本件保証金の返還はされておらず、依然として、原告が本件保証金を預託してい

る旨等の回答を受け、賃貸借契約に係る具体的事実関係を確認した上で、本件保証金返還請

求権は原告に帰属するものと認定した。訴外Ｅは、①本件領収書（原告がＢ宛てに作成した

保証金の返却に係る領収証をいう。甲１８）及び本件預り証（Ｂが訴外Ｆ〔以下「訴外Ｆ」

という。〕宛てに作成した保証金の預り証をいう。甲２０）について、平成１６年に本件建

物部分の賃借人を原告から訴外Ｆに変更する際に、形式上賃貸借契約書の内容に合致させる

ために作成されたもので、実際に本件保証金の返還はされていないこと、②原告に本件保証

金返還請求権が帰属することを明確にする目的で、平成２１年８月１日、原告と訴外Ｆの後

の本件建物部分の賃借人である訴外Ｇ（以下「訴外Ｇ」という。）の連名で、本件保証金返

還請求書が原告のみに帰属する旨の「保証金預託に関する確認書」（甲２２。以下「本件確

認書１」という。）が作成され、原告と訴外Ｇの後の本件建物部分の賃借人である訴外Ｈ

（以下「訴外Ｈ」という。）の連名で、本件保証金返還請求権が原告のみに帰属する旨の

「保証金預託に関する確認書」（甲２３。以下「本件確認書２」といい、本件確認書１と併

せて「本件各確認書」という。）が作成されたことを供述しており（乙１７）、このような

訴外Ｅの供述、本件各確認書の内容からすれば、平成２２年差押処分当時、本件保証金返還

請求権が原告に帰属していることを疑わせるような事情は存しなかったといえる。 

（２）また、訴外Ｅは、平成３０年１１月９日にも、本件保証金はいまだ清算されていない旨述

べ（乙１７）、令和２年３月３１日に訴外Ｈにより本件建物部分が明け渡されたことを受け

て、同年４月１日、被告に対し、平成２２年差押処分に基づき、本件保証金から訴外Ｈの退

去に伴う清算金を控除した額を支払う旨申し出、同年５月１２日、被告に対し、清算後の本

件保証金（２３５万１８４４円）を弁済し、被告はその全額を本件滞納国税に配当した。 

（３）これらによると、平成２２年差押処分の時点で、原告は本件保証金返還請求権を有してい

たものと認められることから、平成２２年差押処分によって本件滞納国税に係る徴収権につ

いて消滅時効は中断しており、本件差押処分１及び２の時点において、平成２２年差押処分

による時効の中断の効力は存続していたといえる。 

したがって、本件滞納国税に係る徴収権について、平成２２年差押処分によって時効の中
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断が認められ、本件差押処分１及び２当時も存在していたことから、本件差押処分１（一部

解除後のもの）及び２は適法である。 

（４）なお、差押えが実施されたものの差し押さえるべき財産がなく、執行不能になった場合で

あっても時効中断効が生じるから、仮に、平成２２年差押処分の時点で本件保証金返還請求

権が不存在であったとしても、平成２２年差押処分による時効中断効が認められるというべ

きである。 

（原告の主張） 

（１）原告は、平成１３年賃貸借契約に基づき、本件保証金を預託したが、その後、本件建物部

分で開業していたいわゆるキャバクラを訴外Ｆに譲渡することとし、平成１６年６月２８日、

Ｂとの間で平成１３年賃貸借契約を合意解約し、同日、訴外ＦとＢとの間で、新たに本件建

物部分を目的物とする賃貸借契約（以下「平成１６年賃貸借契約」という。）が締結された。

このとき、原告は、Ｂから本件保証金の返還を受け、それを訴外Ｆが平成１６年賃貸借契約

に基づく保証金としてＢに預託したのであり、本件保証金返還請求権は消滅した（なお、Ｂ

から原告に現実に金銭の交付がされていないとしても、法的にはＢと原告との間で本件保証

金の清算がされなかったとはいえない。）。 

（２）本件建物部分については、平成１９年７月１日、訴外ＦとＢとの間で平成１６年賃貸借契

約が合意解約され、訴外ＧとＢとの間で賃貸借契約（以下「平成１９年賃貸借契約」とい

う。）が締結され、平成２１年７月３１日、訴外ＧとＢとの間で平成１９年賃貸借契約が合

意解約され、訴外ＨとＢとの間で賃貸借契約（以下「平成２１年賃貸借契約」という。）が

締結され、平成２１年賃貸借契約締結の際に、平成１９年賃貸借契約、平成２１年賃貸借契

約において原告が保証金を預託した旨記載した本件各確認書が作成されているが、平成１６

年賃貸借契約の際に本件保証金返還請求権は既に消滅していたことから、平成２２年差押処

分当時、原告は本件保証金返還請求権を有していなかったのであり、本件各確認書は、訴外

Ｆがその内容を承認したものでないことからしても、原告が本件保証金返還請求権を有して

いることの証拠にはならない。 

（３）したがって、平成２２年差押処分は、既に消滅した債権を差し押さえたものとして無効で

あることから、本件滞納国税に係る徴収権について、平成２２年差押処分による時効の中断

は認められず、本件差押処分１及び２当時、本件滞納国税に係る徴収権は時効消滅していた

ことから、本件差押処分１（一部解除後のもの）及び２は違法である。 

２ 争点２（本件滞納国税に係る徴収権について、別件尋問での債務承認及び平成２７年差押処

分により、順次時効の中断が認められるか）について 

（被告の主張） 

（１）別件尋問での債務承認による時効の中断が認められること 

被告は、別件訴訟において、本件滞納国税全部が記載された滞納税額証明書を証拠提出し、

これにより原告は本件滞納国税全部を認識していたと認められるところ、原告はその後の別

件尋問において、「キャバクラを経営していたときの税金が、あなた個人の税金として滞納

になっているのは知っていますよね。」、「納付する意思はあるんですか。」との各問いに

対し、いずれも「はい」と陳述している（以下「本件陳述」という。）。 

本件陳述は、本件滞納国税全部の存在を承認するもので、別件訴訟における被告の代理人

に対して表示されたものであることからすると、本件滞納国税に係る徴収権の債権者である



6 

被告に対して効果を有するものとして、時効中断事由である債務承認に当たり、本件滞納国

税に係る徴収権の消滅時効は、本件陳述によって中断したといえる。 

（２）平成２７年差押処分による時効の中断が認められること 

また、本件滞納国税に係る徴収権については、平成２７年差押処分によって時効の中断が

認められる。 

原告は、平成２７年差押処分当時、本件預金債権はＡに譲渡されていたことから、平成２

７年差押処分は、原告の資産に対する差押えではなく無効である旨主張するが、本件預金口

座が開設されたＣ信用金庫の預金規定には預金債権の譲渡禁止の規定があるところ、Ｃ信用

金庫が上記譲渡を承認した事実はない。したがって、原告からＡに対する本件預金債権の譲

渡は無効であり、平成２７年差押処分は有効である。 

（３）小括 

したがって、本件滞納国税に係る徴収権について、別件尋問での債務承認及び平成２７年

差押処分によって順次時効の中断が認められ、本件差押処分１及び２当時も存在していたこ

とから、本件差押処分１（一部解除後のもの）及び２は適法である。 

（原告の主張） 

（１）別件尋問での債務承認による時効の中断が認められないこと 

本件陳述は、Ａ代表者としての陳述で、原告本人として陳述したものではないため、本件

滞納国税に係る徴収権についての債務承認には当たらず、本件滞納国税に係る徴収権の消滅

時効は、本件陳述によって中断していない。 

（２）平成２７年差押処分による時効の中断が認められないこと 

原告は、平成１８年９月２０日、キャバクラの店舗を開設するために六本木にある建物の

一部を賃借し、その頃、本件預金口座を開設したが、その後、Ａを設立したことから、平成

１９年３月１５日、上記建物の一部に係るキャバクラの店舗の一切をＡに移転すると共に、

本件預金口座（本件預金債権）もＡに移転した。 

したがって、平成２７年差押処分当時、原告は本件預金債権を有しておらず、本件滞納国

税に係る徴収権について、平成２７年差押処分による時効の中断は認められない。 

（３）小括 

したがって、本件滞納国税に係る徴収権について、別件尋問での債務承認、平成２７年差

押処分による時効の中断はいずれも認められず、本件差押処分１及び２当時、本件滞納国税

に係る徴収権は時効消滅していたことから、本件差押処分１（一部解除後のもの）及び２は

違法である。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所は、本件滞納国税に係る徴収権について、平成２２年差押処分による時効の中断が

認められることから、本件差押処分１及び２の際に時効消滅しておらず（争点１）、仮に平成

２２年差押処分による時効の中断が認められないとしても、別件尋問での債務承認及び平成２

７年差押処分による時効の中断が認められることから、本件差押処分１及び２の際に時効消滅

しておらず（争点２）、したがって、いずれにしても、本件差押処分１（一部解除後のもの）

及び２は適法であると判断する。 

２ 争点１（本件滞納国税に係る徴収権について、平成２２年差押処分による時効の中断が認め

られるか）について 
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（１）判断の前提となる事実 

掲記の各証拠によると、次の各事実が認められる。 

ア 平成１３年賃貸借契約 

（ア）原告は、平成１３年１１月２８日、有限会社Ｉ（以下「Ｉ」という。）の仲介によっ

て、Ｂとの間で、キャバクラの店舗として使用する目的で、本件建物部分について、賃

料を月額３７万２４５０円、賃貸借期間を平成１３年１２月２８日から平成１６年１２

月２７日までとして借り受けた（甲１６、乙１７・２枚目、原告本人２、３頁。平成１

３年賃貸借契約）。 

（イ）原告は、同日、平成１３年賃貸借契約に基づく債務の保証金として、Ｂに対して本件

保証金３７２万４５００円を預託した（甲１６、１７、乙１７・２枚目）。 

イ 平成１６年賃貸借契約及び平成１９年賃貸借契約 

（ア）原告は、平成１６年４月頃、さいたま市内に別のキャバクラの店舗を開設することに

伴い、本件建物部分におけるキャバクラの経営権をその従業員であった訴外Ｆに譲渡し、

本件建物部分の賃借人も訴外Ｆに変更することとした（原告本人４、５頁）。 

（イ）訴外Ｆは、同年６月２８日、Ｂとの間で、本件建物部分を、賃料を月額３９万１０７

２円、賃貸借期間を同年７月１日から平成１９年６月３０日までとして借り受け、原告

は、訴外Ｆが同契約に基づいて負担する債務について、連帯保証をした（甲１９、乙１

７・２、３枚目。平成１６年賃貸借契約）。なお、平成１６年賃貸借契約に係る契約書

には、訴外ＦがＢに保証金として３７２万４５００円を預託する旨記載されていた（甲

１９）。 

このとき、原告がＢから保証金の返却として３７２万４５００円を領収した旨の本件

領収書（甲１８）、Ｂが訴外Ｆから平成１６年賃貸借契約の保証金として３７２万４５

００円を預かる旨の本件預り証（甲２０）が作成されたが、実際には、Ｂが原告に本件

保証金を返還したことはなく、また、訴外ＦからＢに保証金の預け入れがされたことは

なかった（乙１７・２枚目、原告本人６、８頁）。 

（ウ）平成１９年７月、本件建物部分におけるキャバクラの経営権は、訴外Ｆから訴外Ｇに

譲渡されることとなり（原告本人１４～１６頁）、訴外Ｇは、同月１日、Ｂとの間で、

本件建物部分を、賃料を月額３９万１０７２円、賃貸借期間を平成１９年７月１日から

平成２２年６月３０日までとして借り受け、原告は、訴外Ｇが同契約に基づいて負担す

る債務について、連帯保証をした（甲２１、乙１７・３枚目。平成１９年賃貸借契約）。

なお、平成１９年賃貸借契約では、訴外ＧがＢに保証金として３７２万４５００円を預

託することとされていた（甲２１）。 

このとき、Ｂが原告又は訴外Ｆに本件保証金を返還することはなく、また、訴外Ｇか

らＢに保証金の交付がされることはなかった（原告本人１４頁）。 

ウ 平成２１年賃貸借契約 

（ア）平成２１年７月、本件建物部分におけるキャバクラの経営権は、訴外Ｇから訴外Ｈに

譲渡されることとなり（原告本人１６頁）、訴外Ｈは、同月３１日、Ｂとの間で、本件

建物部分を、賃料を月額３９万１０７２円、賃貸借期間を平成２１年８月１日から平成

２４年７月３１日までとして借り受け、原告は、訴外Ｈが同契約に基づいて負担する債

務について、連帯保証をした（甲１５、乙１７・３枚目。平成２１年賃貸借契約）。な
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お、平成２１年賃貸借契約に係る契約書には、訴外ＨがＢに保証金として３７２万４５

００円を預託する旨記載されていた（甲１５）。 

Ｂの代表者である訴外Ｅは、本件建物部分の賃貸借契約に係る保証金については、平

成１６年７月頃に本件預り証を発行したままであり、訴外Ｆからその返還を求められた

場合には訴外Ｆに返還せざるを得ないと考え、原告だけに本件建物部分に係る賃貸借契

約に係る保証金の返還請求権が帰属することを明確にする書面を作成することとし、原

告、訴外Ｈ及び訴外Ｇに対し、平成２１年賃貸借契約に係る契約書作成の翌日もＩの事

務所に来るように求めた（乙１７・３、４枚目、原告本人２９、３０頁）。 

（イ）原告、訴外Ｈ及び訴外Ｇは、平成２１年８月１日、Ｉの事務所を訪れ、その場で、訴

外Ｅから、①「保証金預託に関する確認書」と題する書面（賃借人として訴外Ｇが記載

されたもの。本件確認書１）、②「保証金預託に関する確認書」と題する書面（賃借人

として訴外Ｈが記載されたもの。本件確認書２）、③「確約書」と題する書面（以下

「本件確約書」という。）を示された（甲２２～２４、原告本人１６～２１頁）。 

本件確認書１は、訴外Ｇ（賃借人）及び原告（連帯保証人）名義でＢに宛てた書面で

あり、そこには、平成１９年賃貸借契約に基づく保証金は、訴外Ｇではなく原告が預託

をしたもので、訴外ＧにＢに対する保証金返還請求権はなく、原告が保証金返還請求権

を有している旨が記載されている（甲２２）。 

本件確認書２は、訴外Ｈ（賃借人）及び原告（連帯保証人）名義でＢに宛てた書面で

あり、そこには、平成２１年賃貸借契約に基づく保証金は、訴外Ｈではなく原告が預託

をしたもので、訴外ＨにＢに対する保証金返還請求権はなく、原告が保証金返還請求権

を有している旨が記載されている（甲２３）。 

本件確約書は、原告名義でＢに宛てた書面であり、そこには、①平成１９年賃貸借契

約の締結の際、訴外Ｆは同席していなかったが、その後訴外Ｆからの連絡ははく、Ｂに

対する保証金返還請求もされておらず、平成１６年賃貸借契約及び平成１９年賃貸借契

約の際にも保証金の清算はされておらず、原告が保証金を預託した状態が続いていると

推察できること、②平成１６年賃貸借契約及び平成１９年賃貸借契約に係る各契約書に

記載された文言にかかわらず本件保証金返還請求権は原告が有しており、平成１６年賃

貸借契約に係る契約書や本件預り証は原告が保管していると推察できること、③Ｂが訴

外Ｆに発行した本件預り証は原告による紛失のために返還できず、Ｂと原告との協議の

結果、本件預り証は無効とすること、④仮にＢが訴外Ｆ又は訴外Ｇから保証金の返還請

求を受けた場合は、原告が責任をもって解決することを確約する旨が記載されている

（甲２４）。 

原告、訴外Ｈ及び訴外Ｇは、訴外Ｅの求めに応じ、本件各確認書及び本件確約書に署

名・押印をした（甲２２～２４、原告本人１６～２１頁）。 

エ 平成２２年差押処分及びその後の経過 

（ア）関東信越国税局徴収職員は、平成２２年１月２６日、本件滞納国税について、本件保

証金返還請求権を差し押さえ（平成２２年差押処分）、Ｂに債権差押通知書を交付し、

原告に差押調書謄本を送達した（前提事実（４）イ）。 

（イ）平成２１年賃貸借契約は平成２４年８月１日、平成２７年８月１日及び平成３０年８

月１日に更新された（乙１７・４枚目）。 
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（ウ）訴外Ｅは、平成３０年１１月９日、関東信越国税局徴収職員による聴き取り調査にお

いて、本件保証金返還請求権は原告に引き続き帰属していること、訴外Ｆ、訴外Ｇ又は

訴外Ｈから本件建物部分に係る賃貸借契約に基づく保証金の返還を求められたことはな

い旨を供述した（乙１７・４、５枚目）。 

（エ）Ｂは、令和２年３月３１日、訴外Ｈから、平成２１年賃貸借契約の終了に基づき本件

建物部分の明渡しを受け、同年５月１２日、平成２２年差押処分に基づき、清算後の本

件保証金２３５万１８４４円を関東信越国税局に振込送金した（乙２３）。 

（２）平成２２年差押処分当時の本件保証金返還請求権の存否及び帰属 

ア 上記（１）のとおり、平成１３年賃貸借契約は、原告が本件建物部分をキャバクラの店

舗として使用する目的で締結されたところ、平成１６年賃貸借契約は、原告の関与の下、

同キャバクラの従業員であった訴外Ｆを賃借人とし、本件建物部分をそのままキャバクラ

の店舗として使用することを前提とするもので、本件領収証及び本件預り証が存在するも

のの、このときに、本件保証金の清算ないし返還や新たな保証金の預託はされていない。

これらによると、平成１６年賃貸借契約を締結する際、原告、Ｂ及び訴外Ｆは、本件保証

金について、平成１６年賃貸借契約の保証金に充てる旨の合意をしたものと認めるのが相

当であり、このときに本件保証金返還請求権が消滅したとは認められない。 

もっとも、仮に、このとき、本件保証金返還請求権が訴外Ｆに譲渡され、訴外Ｆに帰属

することとなった事実が認められる場合には、平成２２年差押処分は、第三者に帰属する

債権を差し押さえるものとして無効で、時効中断効を有しないと解する余地があることか

ら（なお、原告もこのような主張をするものと解される。）、以下において、本件保証金

返還請求権が訴外Ｆに譲渡されたと認められるか否かを検討する。 

イ 上記（１）のとおり、本件建物部分については、平成１６年賃貸借契約以降も、原告が

関与する中で、そのままキャバクラの店舗として使用することを前提に、平成１９年賃貸

借契約及び平成２１年賃貸借契約が締結されており、このときに、本件保証金の清算ない

し返還や新たな保証金の預託はされていない。また、訴外Ｅは、原告に対して、平成２１

年賃貸借契約締結の際、本件保証金返還請求権が原告だけに帰属することを明確にする目

的で本件各確認書及び本件確約書に署名押印をするように求め、原告はこれに応じている

ことからすれば、原告は本件保証金返還請求権が自らに帰属することを前提とする行動を

取っていたと認められる（なお、本件確約書には、原告が本件保証金返還請求権を有する

ことが「推察される」旨の文言が記載されているが、本件確約書は訴外Ｅが準備したもの

であることからすると、その文言が不自然なものとはいえない。）。さらに、平成２２年

差押処分の通知を受けた際、原告が本件保証金返還請求権の帰属について異議を述べてい

たとも認められない。 

また、訴外Ｆは、平成１９年賃貸借契約の際に所在不明であったことがうかがわれるも

のの（乙１７・３枚目）、それから令和２年３月３１日までの間、訴外Ｆが本件保証金返

還請求権を行使したことはうかがわれず、平成１９年賃貸借契約及び平成２１年賃貸借契

約の各賃借人である訴外Ｇ及び訴外Ｈは、原告が本件保証金返還請求権を有することを認

める内容の本件各確認書に署名押印をしている。 

以上を踏まえると、平成１６年賃貸借契約を締結する際、本件保証金返還請求権が訴外

Ｆに譲渡されたと認めることはできず、平成２２年差押処分当時においても、本件保証金
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返還請求権は原告に帰属していたものと認められる。 

ウ 原告は、平成１６年賃貸借契約を締結する際、訴外Ｆに対し、本件保証金返還請求権を

譲渡したと主張し、この点について、既にさいたま市内に別のキャバクラの店舗を開設し、

同店舗を経営することを決めていたところ、平成１３年賃貸借契約を解約すると、残り６

か月分の賃料と原状回復費用を要するため本件保証金は手元に残らないと考えており、キ

ャバクラの店舗の経営は不安定な商売であることから後輩を大切にしようと思ったなどと

供述する（原告本人６頁）。 

しかしながら、原告が訴外Ｆに本件保証金返還請求権を譲渡した旨を的確に裏付ける証

拠は見当たらず、本件領収証及び本件預り証についても、平成１６年賃貸借契約に併せて

形式を整えるために作成されたものであって、本件保証金返還請求権の譲渡を裏付けるも

のとはいえない（原告自身も、本件領収証及び本件預り証は、訴外Ｅの求めに応じて作成

されたもので、実態を伴わない旨を自認している。原告本人９頁）。 

また、原告は、訴外Ｅに本件各確認書及び本件確約書を示された際、内容を確認するこ

となく署名押印したもので、その内容は原告の認識と異なる旨供述するが（原告本人１６

～１９頁）、原告は訴外Ｅの求めに応じて指定されたＩの事務所に自ら赴き、本件各確認

書及び本件確約書に署名押印している上、上記（１）ウ（イ）のとおりその内容は難解な

ものとはいえず、また、いずれも平成２１年賃貸借契約を締結した翌日に作成されている

こと、原告においてその認識と異なる内容の書面に署名押印しなければならなかったよう

な事情も見出し難いことからすると、原告は、その内容を了知した上で本件各確認書及び

本件確約書に署名押印したものと認められ、原告の上記供述を信用することはできない

（なお、原告が平成２２年差押処分の通知を受けた際に異議を述べていたとは認められな

いことは、上記イのとおりである。）。 

（３）小括 

以上によると、平成２２年差押処分当時、本件保証金返還請求権は原告に帰属していたと

認められ、したがって、本件滞納国税に係る徴収権の消滅時効は、平成２２年差押処分によ

って中断し、その後も中断が継続していたと認められることから、本件差押処分１（一部解

除後のもの）及び２は適法である。 

３ 争点２（本件滞納国税に係る徴収権について、別件尋問での債務承認及び平成２７年差押処

分により、順次時効の中断が認められるか）について 

（１）別件尋問での債務承認による時効の中断について 

ア 判断の前提となる事実 

掲記の各証拠によると、次の各事実が認められる。 

（ア）本件告知処分は、原告が、Ａが東京都港区六本木でキャバクラを開業するための準備

費用等として、平成１８年９月１９日から平成１９年５月９日までの間、合計１億２５

９４万７１５９円を出捐したこと（以下「別件出捐」という。）について、「無償又は

著しく低い額の対価による譲渡（括弧内省略）、債務の免除その他第三者に利益を与え

る処分」（平成２８年法律第１５号による改正前の国税徴収法３９条）に該当するとし

て、本件滞納国税のうち、平成１４年ないし平成１９年分の所得税及び重加算税、平成

１６年１月１日から同年１２月３１日までないし平成１９年１月１日から同年１２月３

１日までの各課税期間に係る消費税等及び重加算税について、Ａが同条の第二次納税義
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務を負うとしてされたものである（乙１３・３～５、８、９頁）。 

（イ）別件訴訟では、原告はその財産につき無償譲渡、債務の免除その他第三者（Ａ）に利

益を与える処分を行ったかが争点となっていたところ、Ａは、別件出捐について、原告

が自らの事業のために自らの債務の履行としてした出捐であって、Ａに利益を与える処

分ではないこと、原告からＡに移転した内装設備、什器備品類及び保証金返還請求権は、

贈与ではなくＡの経営が軌道に乗った時に譲渡代金の支払を受けるつもりであったこと、

原告はＡの債務の立替払をしたもので、Ａの経営が軌道に乗った時に求償権を行使する

つもりであったことなどを主張していた（乙１３・６～８頁）。 

（ウ）被告は、別件訴訟において、平成２３年１２月２２日付けで、本件滞納国税が記載さ

れた滞納税額証明書につき、立証趣旨を「被告が、滞納者（引用者注：原告）に対し、

平成２１年１２月２１日現在、１億３３００万０７００円の租税債権を有していたこと

を明らかにする。」として、書証として提出した（乙１８、１９）。 

（エ）原告は、平成２４年９月４日、別件訴訟でＡの代表者としての地位に基づいて実施さ

れた尋問（以下「別件尋問」という。）において、被告指定代理人による反対尋問で、

「あなた個人は、埼玉県でいろいろキャバクラを営業していたということなんですけれ

ども、そのキャバクラを経営していたときの税金が、あなた個人の税金として滞納にな

っているのは知っていますよね。」との質問に対して「はい、知ってます。」と陳述し、

「あなたは滞納国税があると認識してるとおっしゃっていたんですけれども、その納付

計画というのはあるんですか。」との質問に対して「（中略）行ってお話ししたんです

けど、金額が金額だから、じゃあ月々数万でどうですかと言ったら、それじゃ受けられ

ないという話で、取りあえずまだ立ってないです。」と陳述し、「納付する意思はある

んですか。」との質問に対して「はい、もちろん。」と陳述した（乙２０・３７、３８

頁。本件陳述）。 

イ 原告による債務承認の有無 

（ア）上記アのとおり、原告は、別件尋問の被告指定代理人による反対尋問において、キャ

バクラの経営をしていたときの滞納税金があり、その納付について徴収担当者と話をし、

計画は立っていないものの納付意思はある旨の陳述（本件陳述）をしているところ、上

記ア（ウ）のとおり、被告は、別件訴訟において、本件滞納国税が記載された滞納税額

証明書を書証として提出していたことからすると、原告は、本件陳述当時、本件滞納国

税に係る徴収権の存在を認識していたことが認められる。 

そして、本件陳述は、被告の別件訴訟における指定代理人に対してされていることか

らすると、原告は、本件陳述によって、被告に対し、本件滞納国税に係る徴収権につい

て、債務承認をしたものと解するのが相当である。 

（イ）原告は、本件陳述は、Ａ代表者としての陳述であり、原告本人としての陳述ではない

ため、本件滞納国税に係る徴収権についての債務承認にはならない旨主張する。 

しかしながら、本件陳述は、別件訴訟の原告であるＡの代表者の尋問としてされたも

のであるが、別件訴訟では原告がした別件出捐の意味合いが争点となっていたのであり、

別件尋問における原告の陳述がＡの代表者としての立場を前提としてされたものに限ら

れるものではない。そして、本件陳述は、本件滞納国税に係る徴収権の債務者である原

告に対して、当該債務の認識や納付意思を尋ねる質問に対してされたものであると認め
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られることから、原告による債務承認といえることは明らかであり、原告の上記主張に

は理由がない。 

ウ 小括 

以上によると、本件滞納国税に係る徴収権の消滅時効については、平成２４年９月４日

の債務承認による時効の中断が認められる。 

（２）平成２７年差押処分による時効の中断について 

ア 前提事実（４）ウのとおり、関東信越国税局長は、平成２７年５月１５日、本件滞納国

税（ただし、別紙３租税債権目録記載の項番１・３及び同項番５の一部を除く。）につい

て、本件預金債権を差し押さえており（平成２７年差押処分）、本件滞納国税に係る徴収

権の消滅時効については、平成２７年差押処分による時効の中断が認められる。 

イ 原告は、本件預金口座は、平成１９年３月１５日にＡに移転し、原告は、平成２７年差

押処分当時、本件預金債権を有しなかったことから、本件滞納国税に係る徴収権について、

平成２７年差押処分による時効の中断は認められない旨主張する。 

しかしながら、原告が本件預金債権をＡに譲渡したことを的確に裏付ける証拠はなく、

仮に原告及びＡ間でその旨の合意があったとしても、Ｃ信用金庫の預金規定には預金債権

の譲渡禁止の規定があり（乙２６・３頁）、Ｃ信用金庫が当該譲渡を承認した事実が認め

られないことからすると（乙２７）、原告からＡに対する本件預金債権の譲渡は無効であ

って、原告の上記主張には理由がない。 

（３）小括 

上記（１）及び（２）によると、仮に、平成２２年差押処分による時効の中断が認められ

なかったとしても、本件滞納国税に係る徴収権の消滅時効は、別件尋問での債務承認及び平

成２７年差押処分により、順次時効の中断が認められるから、本件差押処分１（一部解除後

のもの）及び２は適法である。 

第５ 結論 

以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のと

おり判決する。 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 鎌野 真敬 

裁判官 網田 圭亮 

裁判官 野村 昌也 
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（別紙１） 

指定代理人目録 

江原 謙一、大岡 仁、倉田 将幸、宮川 恵美子、古菅 健誉、酒井 洋行、岩渕 裕介 
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別紙２、別紙３ 省略 


